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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5
項の規定による情報提供について、下記の通り提供いたします。

株式会社ジーエムピー

全社マージン率
29.65％

情報公開事項 東京本社 札幌

派遣労働者の数 125 2

派遣先事業所の数 12 2

派遣料金の平均額 19261 16500

派遣労働者の賃金の平均額 13520 13500

マージン率 29.81% 18.18%

キャリアコンサルティング窓口
03-5282-5050

市原
011-737-7111

河南

雇用安定措置の実績
派遣元無期転換14
派遣先直接雇用2

派遣元無期転換1

その他参考事項 東京広告業健康保険組合加入

派遣事業損益概要 東京 札幌

派遣従業員賃金 70.19% 81.82%
派遣従業員交通費 6.23% 3.64%
他費用（募集・研修等） 1.20% 1.33%
社会保険等法定福利費 14.80% 14.80%
社内販売管理費 6.82% 6.22%
営業利益 0.76% -7.80%

キャリア形成支援制度に関する事項

訓練種別 訓練内容 対象者 賃金支給 費用負担
入職時等 ビジネスマナー研修 全派遣労働者 有給 無償
入職時等 パソコン研修 全派遣労働者 有給 無償
入職時等 商品知識教育 全派遣労働者 有給 無償
職能別 販売（営業）スキル研修 商品販売及び営業販売従事者 有給 無償
職能別 パソコン研修（中級） 事務従事者 有給 無償
階層別 リーダー養成研修 フルタイム雇用2年以上の雇用見込み 有給 無償
階層別 マネージメント基礎 マネージャー候補 有給 無償

労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別等

当該労使協定の締結の有無:締結している
当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:全ての派遣労働者
当該労使協定の有効期間の終期:2025/03/31


